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排水設備計画（変更）確認申請書 

 

  年  月  日   

 

  丹波市長        様 

 

申請者 住 所                 

 フリガナ                

氏 名               印

電 話                 

 

  次のとおり、排水設備計画（変更）の確認を受けたいので申請します。 

設 置 場 所 丹波市  

工 事 内 容 

□新設（新規接続）      □改築（汲取り・単独浄化槽・合併浄化槽） 

□新設（建て替え）      □増設 

□撤去            ※仮設トイレの接続（ 有 ・ 無 ） 

使用水区 分 □水道水  □井戸水  □併用 

汚 水 区 分 □一般家庭 □一般事業所 □特定事業所 □アパート・マンション □その他 

使 用 者 

住 所  

フリガナ  上 水 道 使 用 番 号 

氏 名            －    

戸数及び人員 戸     人 

工 事 期 間 
（着工予定）                  年   月   日 

（竣工予定）                  年   月   日 

指定工事 店 

所 在 地   

名   称                           印 

責任技術者                           印 

連 絡 先   

  

他人の土地又は排水設備を使用する場合 該当する□に✔をいれること 

□ 排水設備を設置することについて、土地使用者（所有者）へ通知しました。 

□ 排水設備を使用することについて、排水設備使用者（所有者）へ通知しました。 

※添付書類 位置図、平面図、縦断面図、使用材料一覧表
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※処理欄 

受 付 

・  ・ 

確 認 

・  ・ 

使 用 者 番 号 摘要 

                    －     

調 査 

・  ・ 
  

区分 公共・特環・農集・コミプラ 

処理区  
  

調査事項 

    申 請 区 域  □公示区域内  □公示区域外 

    下 水 道 受 益 者 負 担 金 等  滞納   □有  □無 

    下 水 道 使 用 料  滞納   □有  □無 

 注 １ ※印欄は、記入しないこと。 

   ２ 排水設備工事は確認通知が届いてから着工すること。これに違反して工事を行

ったときは、５万円以下の過料に処せられることがあります。 

   ３ 悪質下水を排除するときは、丹波市下水道条例第20条及び第22条の規定により、

除害施設を設置すること。 

   ４ 他人の土地又は排水設備を使用する場合は、それらの使用者（所有者）へあらか

じめ通知すること。 

   ５ 添付書類 

排水設備工事設計図書（位置図、平面図、縦断面図、使用材料一覧表） 
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  平 面 図 
□くみ取  

□新設・改造       
□浄化槽  

申請者   確認番号  第     号 検査 年月日 ・  ・ 検査員 印  

（縮尺１／  ） 

  

凡 例 

汚 水 管 赤色（実線） 

雨 水 管 緑色（実線） 

既設又は在来管 
 

赤色(破線)…汚水管 
緑色(破線)…雨水管 

 ※注 １ 管種、管径、管 渠
きょ

の位置・延長、ますの位置、公共下水道との接続箇所、便所の位置、家屋の位置、
家屋の間取り、隣接家屋との土地境界等を明示すること。 

    ２ 使用する材料の材質及び規格の表示をすること。 

付近見取図 （図面記号） 
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管種・管径 

勾配 

地盤高 

土被り 

管底高 

区間距離 

縦＝1/ 横＝1/ 

※１ 管底高＝地盤高-(土被り＋管の外径)とすること 

※２ 図面の左を起点桝とし、公共ますにむかって記載する事。 

申請者 申請者 確認番号 第       号 
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排水設備工事使用材料一覧表 

 

名称 規格・寸法 備考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


